
   奈良市入札監視委員会規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、奈良市附属機関設置条例（平成２７年奈良市条例第１号）第３

条及び奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２７年奈良市条例第３０号）第

５条の規定により、奈良市入札監視委員会（ 以下「委員会」という｡）の組織及び

運営について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２

年法律第１２７号）の趣旨を踏まえ、奈良市及び奈良市企業局が発注する建設工事

及び測量、建設コンサルタント業務等（以下「工事等」という。）について、入札及

び契約の過程並びに内容の透明性を高めるとともに公正な競争を確保するため、次

に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 入札及び契約手続の運用状況等について、審議を行い、意見を述べること。 

 (2) 入札制度等の改革に必要な事項について、審議を行い、意見を述べること。 

 (3) 委員会が抽出した工事等に関し、一般競争入札資格等の設定の理由及び経緯、

指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約とした理由等について、

審議を行い、意見を述べること。 

 (4) 競争入札及び随意契約における入札及び契約手続並びに入札参加停止に係る再

苦情処理について、意見を述べること。 

 (5) その他目的を達するために必要な事項について調査し、又は市長及び公営企業

管理者（以下「市長等」という。）に意見を具申し、若しくは報告すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３人以内をもって組織する。 

２ 委員は、人格、識見に優れ、公正かつ中立の立場で、客観的に入札及び契約につ

いての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちか

ら市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



 （臨時委員及び専門委員） 

第５条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を

置くことができる。 

２ 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこと

ができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議事務が終了したときは、解任され

るものとする。 

５ 専門委員は、当該特別の事項に関する調査事務が終了したときは、解任されるも

のとする。 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員

がその職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議（ 以下「会議」という｡）は、委員長が招集し、委員長が議長

となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（関係者の出席等） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （再苦情処理） 

第９条 委員会は、市長等から第２条第４号に掲げる事項に関し、審議の依頼があっ

たときは、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。 

２ 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、再苦情処理の申立てが

あった日からおおむね５０日以内に市長等に報告するものとする。 



 （委員の除斥） 

第１０条 委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）は、自己、配偶者

又は３親等以内の親族の利害に関係のある事案については、その議事に加わること

ができない。 

 （報酬） 

第１１条 委員等の報酬の額は、日額１０,０００円とする。 

 （費用弁償） 

第１２条 委員等の費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例（昭和 27 年奈良市条

例第３号）の規定の例による一般職の職員の旅費相当額とする。 

 （庶務） 

第１３条 委員会の庶務は、契約課において行う。 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定め

る。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月 31 日規則第 23 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後に

出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例によ

る。 
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